
し
ま
か
み
ぐ
ん

が

大
阪
・嶋
上
郡
衛
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
大
阪
府
高
槻
市
清
福
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
七
九
年

（昭
５４
）
九
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
一局
槻
市
立
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
森
田
克
行

５
　
遺
跡
の
種
類
　
郡
衛
跡

・
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
旧
石
器
時
代
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
摂
津
国
嶋
上
郡
行
跡
の
う
ち
、
推
定
郡
庁
院
の
東
北
方
に
あ
た
る
。

調
査
面
積
は
約
七
四
〇
♂
で
あ
る
。
検
出
し
た
遺
構
に
は
弥
生
時
代

・
古
墳
時

代

の
土
坑

・
竪
穴
住
居
、
中

世

・
近
世
の
井
戸
な
ど
が
あ
る
。

今
回
報
告
す
る
墨
書
の
あ
る

木
製
柱
状
具
は
、
近
世
の
井
戸

三
か
ら
出
土
し
た
。
井
戸
三
は

円
形
石
組
で
、
底
部
に
枡
を
設

置
し
て
い
る
。
検
出
面
か
ら
の

深
さ
は

一
。
六
ｍ
、
上
辺
の
内

径
○

。
人
五
ｍ
、
枡
の
一
辺
は

○
。
三
人
ｍ
を
測
る
。
遺
物
は
備
前
焼
の
悟
鉢
、
竹
製
杓
、
桟
瓦
な
ど
で
、
井

戸
の
時
期
は
江
戸
時
代
中
頃
以
降
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

ω
　
。
「標

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此

。
「空

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此

名
風

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此

名
火

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此
　
従
□

名
水

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此
　
□
無

名
地

（頂
部
）
姜
　
太
　
公
　
在
此
　
　
　
加
（∞２

×
市
長

８
Ｐ

上
半
部
は
原
形
を
と
ど
め
る
が
、
下
端
は
腐
朽
の
た
め
原
形
は
不
詳
で
あ
る
。

断
面
は
ほ
ぼ
正
六
角
形
を
呈
す
る
。
頂
部
は
中
心
を
や
や
高
く
し
て
、
求
心
状

(京都西南部)



2004年出上の木簡

に
三
角
面
を
六
個
作
り
、
右
回
り
で

「標
」
以
下
を

一
字
ず
つ
記
す
。
つ
い
で

こ
れ
ら
に
続
く
縦
方
向
の
各
面
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水
平
方
向
に
切
り
込
み
を
入

れ
、
長
方
形
の
単
位
面
を
作
り
出
す
。
そ
し
て
各
面
に
上
か
ら
順
に

「姜
」

「太
」
「公
」
「在
此
」
と
記
す
。
以
下
は

一
部
し
か
判
読
で
き
な
い
が
、
頂
部

の

「火
」
に
対
応
す
る
五
段
目
に

「従
□
」
、
「水
」
に
対
応
す
る
工
段
目
に

「□
無
」
が
判
読
で
き
る
。
頂
部
の
字
句
は
五
輪
塔
の
標
で
、
各
面
は

「姜
太

公
、
此
に
在
り
」
と
読
め
る
。
「姜
太
公
」
は
道
教
に
い
う
太
公
望
を
指
す
。

「従
□
」
「□
無
」
は
井
戸
に
関
わ
る
出
入
り
の
こ
と
を
指
す
も
の
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
群
邪
の
霊
符
と
み
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

高
槻
市
教
育
委
員
会

『嶋
上
郡
衛
跡
発
掘
調
査
概
要
』
四

（
一
九
八
〇
年
）

（森
田
克
行
）

き
た
は
な

だ

ぐ
ち

大
阪
・北
花
田
口
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
大
阪
府
堺
市
北
向
陽
町

一
丁

２
　
調
査
期
間
　
　
Ｋ
Ｈ
Ｇ
二
地
点
　
一
九
人
六
年

（昭
６．
）
一
月
―
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
堺
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
嶋
谷
和
彦

５
　
遺
跡
の
種
類
　
鋳
造
工
房
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
七
世
紀
前
半
―

一
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
、
中
近
世
の
都
市
遺
跡
と
し
て
著
名
な
堺
環
濠
都
市
遺
跡
の
、
近

世
段
階
の
東
環
濠
の
濠
外
対
岸
に
位
置
す
る
。
元
禄
二
年

（
三
ハ
人
九
）
の

『界
大
絵
図
』

で
は

「九
兵

衛
」
な
る
人
物
の
屋
敷
地
に
該

当
す
る
が
、
南
隣
り
に
は
吹
屋

の

「七
郎
兵
衛
」
が
居
住
し
て

お
り
、
本
地

一
帯
が
近
世
に

「吹
屋
町
」
と
通
称
さ
れ
る
由

来
と
な
っ
て
い
る
。
吹
屋
は
金

属
を
熔
解

。
精
錬

。
加
工
す
る

業
種
で
あ
り
、
火
難
防
除

・
公

(大阪西南部)




